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　市では、毎年２回、財政状況を公表しています。こ
れは、税金などの大切なお金がどのように使われてい
るのかをお知らせするものです。 問財政課☎線３０６上半期財政状況の公表

●一般会計および特別会計の予算執行状況� 令和5年9月30日現在
(単位：千円、％)

区　　　　　分 予算現額 収入済額 収入率
支出済額 執行率

一 般 会 計 45,512,317 21,818,631 47.9
19,186,215 42.2

国 民 健 康 保 険 8,503,394 4,059,126 47.7
3,782,677 44.5

稲 荷 伊 草 第 二
土 地 区 画 整 理 事 業 34,443 24,287 70.5

2,039 5.9
鶴 ヶ 曽 根・ 二 丁 目
土 地 区 画 整 理 事 業 251,855 187,635 74.5

9,967 4.0
大 瀬 古 新 田
土 地 区 画 整 理 事 業 811,766 361,703 44.6

163,883 20.2
西 袋 上 馬 場
土 地 区 画 整 理 事 業 1,080,032 418,940 38.8

210,402 19.5
八潮南部東一体型特定
土 地 区 画 整 理 事 業 1,659,621 594,054 35.8

370,998 22.4

介 護 保 険 6,258,161 2,876,903 46.0
2,483,092 39.7

後 期 高 齢 者 医 療 1,273,946 464,075 36.4
361,843 28.4

●企業会計の予算執行状況� 令和5年9月30日現在
〈上水道事業会計〉� (単位：千円、％)

区　　　　　分 予算額 収入額 収入率
支出額 執行率

収 益 的 収 入 �2,198,723� �1,076,894� 49.0%

収 益 的 支 出 �1,972,053� �844,769� 42.8%

資 本 的 収 入 �908,205� �54,879� 6.0%

資 本 的 支 出 �1,992,324� �336,072� 16.9%

〈公共下水道事業会計〉

区　　　　　分 予算額 収入額 収入率
支出額 執行率

収 益 的 収 入 �2,980,699� �1,683,497� 56.5%

収 益 的 支 出 �2,659,482� �1,283,160� 48.2%

資 本 的 収 入 �3,114,863� �767,393� 24.6%

資 本 的 支 出 �4,045,077� �1,714,856� 42.4%

●高齢者の見守り
　地域を巡回している市民団体や事業所、または高齢者が立ち寄る事業所
の方が、支援を必要とする高齢者を見かけた場合に、
市や地域包括支援センターへ連絡するなど、地域全体
で高齢者を見守ります。
※ネットワークにご協力いただける事業所などは、長
寿介護課に申請書を提出してください。登録した事業
所などにはステッカーを配布しますので、店頭、車、
バイクなどに貼ってネットワーク活動の周知をお願い
します。
●徘

はい

徊
かい

高齢者の早期発見
　行方が分からなくなった高齢者の情報を、市から高齢者支援ネットワー
クに登録がある事業所などにメールで提供し、早期発見につなげます。
※徘徊の心配がある高齢者などの情報は、あらかじめ登録が必要です。登
録を希望する家族の方は、申請書に顔写真を貼付し、長寿介護課へ提出し
てください。

高齢者支援ネットワーク 問長寿介護課☎線４４８

　高齢者を取り巻く課題は、認知症、高齢者虐待など早急な対応が求められます。市では、これらに対応するために、行政と地域における
各団体や事業所などが連携・協力し合いながら、高齢者を支援する「高齢者支援ネットワーク」を実施しています。高齢者が住み慣れたま
ちで安心して暮らし続けられるよう、高齢者支援ネットワークにご協力ください。

高齢者支援ネットワークの役割

高齢者支援ネットワークイメージ

令和５年度

ステッカー

「書かない窓口」始めます「書かない窓口」始めます
　令和６年１月４日の新庁舎での業務開始に伴い、市民課を中心に
「書かない窓口」を始めます。書類を何枚も「書く」負担を軽減し、来
庁者の窓口滞在時間削減を目指します。 問情報政策課☎線３１０

⃝�今までどおり、記入による手続きも可能です。
⃝�対象となる手続きや必要なものなど詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。

「書かない窓口」とは

　各種証明書の請求や住民異動の手続きの際、市職員が来庁者か
ら必要事項を聞き取りし、申請書などの作成を支援するものです。
※すべての手続きが対象ではありません。

駅前出張所での先行運用

　駅前出張所では、取り扱う一部の手続きで「書かない窓口」の
運用を開始しています。

「書かない窓口」利用のながれ

①発券
　 ・
　待機

④書類の交付

③申請書などの作成・確認

②受付
　 ・
　本人確認

　職員が聞き取
りし、システム
に入力、申請書
などの作成を支
援します。

申請書などへの
記入が不要

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。


